
■診療体制 
 

医療機関の専門分野や役割分担を明確にすることで、一人ひとりの患者さまにふさわしい

医療を提供することを目的とした「機能分担」という考えに基づく「初期救急医療」を提供

いたします。 

医療機関名 所在地 担当日

成田赤十字病院 成田市 通年

日本医科大学千葉北総病院 印西市 通年

医療機関名 所在地 担当日

独立行政法人
国立病院機構下志津病院

四街道市 木土

東邦大学医療センター佐倉病院 佐倉市 火日

日本医科大学千葉北総病院 印西市 月木金土

成田赤十字病院 成田市 水

医療機関名 所在地 担当日

印旛市郡小児初期急病診療所 佐倉市 通年
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※第二次救急医療体制については社団法人印旛市郡医師会と一部事務組合の印旛郡市広域市

町村圏事務組合の契約により上記 4病院の小児科医の待機及び受入れを確保しています。 


